






★建物の区分所有等に関する法律
（以下「区分所有法」という）

民法

国土交通省ガイドライン

★マンション標準管理規約

（単棟型、複合用途型、団
地型）

★マンション標準管理委託

契約書
★長期修繕計画標準様式
・作成ガイドライン

etc

管理組合

区分所有者

★マンションの管理の適正化の推進に関する法律
（以下「適正化法」という）

★マンションの建替え等の
円滑化に関する法律

（以下「建替円滑化法」という）

国土交通省

マンション建替円滑
化法の改正概要
ＱＲコード

マンションの管理の適正
化の推進に関する法律
QRコード

区分所有法
ＱＲコード



第二条（定義）
一 マンション

イ 二以上の区分所有
者が存在する建物で
人の居住の用に供す
る専有部分のあるもの
並びにその敷地及び
付属施設

マンション政策関係 基礎資料集P15

五 マンション管理士

第三十条第一項の登
録を受け、マンション管
理士の名称を用いて、
専門的知識をもって、
管理組合の運営その
他マンションの管理に
関し、管理組合の管理
者等又はマンションの
区分所有者等の相談
に応じ、助言、指導そ
の他の援助を行うこと
を業務とする者をいう。
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理事会
選
任

選
任

理事 理事 理事













国土交通省 マンションの管理の適正化に向けて



理事会開催の準備

理事会開催の招集

会議

議事録作成









◇





■





全部委託 一部委託 自主管理

メリット

・管理組合理事の手間や負担の軽減

・管理会社による効率的な管理への

期待

・さ まざまなサービスや情報を簡単に

入手可能

・再委託の中間マージンが削減可能

・管理組合の管理意識の高揚

・住民同士に一体感が生まれモラル

意識が高まる

デメリット

・コストが大幅に割高になっている傾

向がある

・委託内容が管理会社主体で決まり

、管理組合の実情に合っていないケ

ースがある。

・管理組合の負担が大きくなる傾向

・理事交代による管理の質のバラツキが

懸念される

・設備業者との直接取引に不慣れ

・管理に対する広い専門知識が

不足する傾向

・日々の管理・清掃業務が行き届かな

い傾向

・計画的な修繕計画が立てにくい

注意点
・管理会社の比較見積を数年に一

度取り、管理を見直すことも必要

・組合の負担増の割りに必ずしも管理コ

ストが安くならない傾向。

・区分所有者の高齢化等により、管理

の質が保てない可能性がある。



＜メリット＞
・役員の担い手不足の解消
・理事の精神的負担減など
・レベルの高い管理組合
運営等

＜デメリット＞

・外部専門家への報酬支払
に伴う管理組合の支出増大
など

・（３）管理会社が外部管理
者となる場合、利益相反の
危惧など

・管理組合のチェック体制へ
の危惧など

第三者管理方式







。





「マンションの再生はど
のように進めるの?」
リーフレットQRｺｰﾄﾞ

「マンションの維持管
理・将来について考え
ていますか？」
リーフレットQRコード
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「マンションの管理の適
正化の推進に関する法
律第5条の２に基づく助
言・指導及び勧告に関す
るガイドライン」
令和3年11月国土交通省
ＱＲコード

広島市マンション管理適
正化推進計画ＱＲコード





◇

◇

日常のコミュニケーション
が大事です。（挨拶など）



、

NHK神奈川2023年7月1日15時02分



◇

対策
例

住宅金融支援機構

マンションライフサイ
クルシュミレーション
～長期修繕ナビ～
ＱＲコード

マンション管理セン
ター

長期修繕計画・
修繕積立金算出
ｻｰﾋﾞｽ QRｺｰﾄﾞ



令和4年度広島市
マンション実態調
査では、築40年以
上のマンションの
３１．６％が長計修
繕計画の作成予
定なし。

対策例

◇

マンション管理計画
認定基準（４）

長期修繕計画の作
成及び見直し等

⑤長期修繕計画お
計画期間全体での
修繕積立金の総額
から算定された修
繕積立金の平均額
が著しく低額でない
こと



建物に地域の公
共財的役割期待



第21条第6項は、理事会の開催も困難な場合の考え方となります。











長期マネジメント計画とは

長期的なマンションの管理運営の方針並びにハード的な維持管理及びソフト的な組合運営の取り組み
に関する長期的な計画と呼ぶことにします。

出典：公益財団法人 マンション管理センター「長期マネジメント計画の手引き（案）」より







無関心



■認定基準に基づく確
認に必要な書類及び留
意事項等、詳しい内容は
下記QRコードからご確認
願います。

ﾏﾝｼｮﾝの管理の適正
化の推進に関する法
律第5条の３に基づく
事務ガイドライン（令
和3年11月国土交通
省）



◎

国土交通省マンション長寿命化促進税制（固定資産税の特別措置）QRコード







国土交通政策研究所「マンションの適正な維持管理に向けたコミュニティ形成に関する研究」より

☆日常生活をめぐる課題に、
マンションが自律的に対処す
る力を備えていく上で、居住
者間の良好なコミュニティが
基礎体力として必要となりま
す。

☆マンションの適正な維持管
理をおこない、生活の質を向
上させるためには、マンション
内の良好なコニュニティを形
成することが有効です。

☆解決すべき課題に応じて、
マンション内だけでなく

、周辺地域や他マンションとも
情報交換などを通じて、積極
的に連携していくことが有効
です。

、



☆マンションに於けるコミュ
ニティ形成の取組みは、居
住者間の交流・親睦だけで
はなく、防犯・防災活動、高
齢者への支援・対応、美化
活動・植栽管理といった、
日常生活をめぐる課題へ
の対応として行われること
も多く、さらに、これらを周
知し、活動への参加を促進
する手段として、広報・情
報共有も含まれます。

☆居住者間の理解の深ま
り、連帯感、マンションに対
する愛着、マンションの維
持管理に対する関心、問
題意識が芽生えます。



☆住民同士の顔合わせとし
て親睦会等を行ったことによ
り、顔の見える関係となり、
上下階や隣接住戸での騒音
等のトラブルが活性していな
いという効果も生まれていま
す。

☆活動を持続していく上で、
小さなことから始めていく、
役割を与え、参画意識を持
たせるといった工夫も必要で
す。

☆顔の見えるコミュニティ形
成が管理組合活動の担い手
の発掘や人材の活用、総
会・理事会等での合意形成
を円滑にするなど寄与します。

役員の皆様は、
率先して挨拶を
しましょう







☆防犯のための住民による
見回り実施。

☆不審者の侵入を防ぐことを
目的とした「あいさつ運動」

☆周辺マンションや施設との
防災協定の締結や、防災訓
練の合同実施。

☆高齢世帯の見回りや高齢
者が集える場をもうけて安否
確認や孤立対策を実施。

総会の後で防災
等の講習会を実
施するなど参画意
識を高める。

緊急連絡先を整備した
名簿が必要です。







☆清掃・ゴミ拾いなどの美
化活動、草取り・花壇の整
備等の植栽管理。

☆植栽の共同管理を行う
ことで、住民の連帯感が芽
生えることが期待されます。

☆居住者の有志で行うこと
もあります。

☆外部に面する部分の植
栽や敷地周辺の清掃活動
などは、地域住民との接
点として機能する場合があ
ります。

☆緑を軸と他コミュニティ
形成。

楽しみながら、組合
活動に参加する機
会を作りましょう



☆理事会の議事録など、
管理組合運営のプロセス
を居住者に周知。

☆管理組合活動の「見え
る化」

☆広報誌や新聞等の作
成。

☆掲示板への貼り紙、チ
ラシの全戸配布。

☆手作りの広報誌を定期
的に発行することで、居
住者へマンションの管理
状況やイベント・行事の
開催予定、日常の些細な
出来事を伝えます。

ご本人の了解を
得て、当期の役
員名を掲示して
みては。

手作りが好きな方、
参加してみません

か











（一社）日本マンション
管理士会連合会

（一社）広島県
マンション管理士会

出典:国土交通省マンション政策関係 基礎資料集P8

令和5年度試験合格者

最高年齢は78歳
でした。



管理組合運営の
効率化に役立ち

ます。



■ ）



こちらのＱＲコード
から詳しい内容を
ご確認いただけま

す。

「マンション長寿命化促
進税制」に関するご質問
もお気軽にどうぞ！



マンション管理に
関する国の政策
等最新情報が入
手できます。



診断は無料
です！

■４-５.





◇本資料作成にあたり参考とした資料等は、下記の通りです。




